
議案第８８号 

 

   三田市障害児療育センターの管理に係る指定管理者の指定について     

 

三田市障害児療育センターの管理に係る指定管理者を指定するため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求

める。 

 

平成２７年１１月２７日提出 

 

三田市長 森  哲 男    

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称 

三田市障害児療育センター 

 

２ 指定管理者となる団体 

宝塚市美幸町１１番１６号 

社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会 

理事長 片 岡  實 

       

３ 指定の期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 




